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子どもの権利条約発効以来、日本国内での実施や

普及はまだまだの状態です。私たちは、内外の子

どもをめぐる状況をつかみ、子どもの権利条約の

実現、普及のための活動をすすめます。
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◆発行日 2015 年 1 月 31 日
◆発行＆編集人 子どもの人権連事務局
◆事務所 〒 101-0003 東京都千代田区ーツ橋 2-6-2 日本教育会館 6F

TEL 03(3265)2197 

e-mail kodomo@jtu-net.or.jp
URL http://jinken-kodomo.net/

郵便振替/ 0018-8-18438 (子どもの人権連）
年会費 個人 (1 口） 5,000円、 団体(1 口） 10,000円
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